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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバが、検証済みの個人情報のデータベースを生成する方法であって、
　サーバが、広域コンピュータネットワークを通じて、個人に関する情報を収集し、収集
した情報をデータベースに保存し、
　前記サーバが、前記情報の正確さを検査および検証するために広域コンピュータネット
ワークを通じて前記情報を前記個人に提示し、
　前記サーバが、広域コンピュータネットワークを通じて前記個人から前記検査に基づく
前記情報の正確さの注釈を受信し、
　前記サーバが、前記情報とともに前記注釈を前記データベースに保存し、
　前記サーバが、前記情報の選定された部分を検査するために、要求をする個人から前記
広域コンピュータネットワークを通じて要求を受信し、
　前記サーバが、認証のために前記要求を前記個人に提示し、
　前記個人に前記要求が提示され、前記個人が前記要求をする個人に前記選定された部分
を検査する権限を与えた後に、前記サーバが、前記要求をする個人に、前記広域コンピュ
ータネットワークを通じて前記情報の前記選定された部分を提示し、
　前記サーバが、前記データベースへのアクセス権および前記注釈を第三者に提供する、
方法。
【請求項２】
　前記広域コンピュータネットワークはインターネットである、請求項１の方法。
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【請求項３】
　情報を収集する前記ステップは、前記サーバが、ウェブクローラプログラムを使用して
、インターネットアクセス可能な複数のソースから、前記個人に関する公に利用可能な情
報を探し出し検索する、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記個人はデータベースサービスの会員である、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記情報の前記選定された部分および前記情報は前記個人に関連するデータベース項目
である、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記第三者はデータベースサービスの加入者である、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記要求をする個人はデータベースサービスの会員である、請求項１の方法。
【請求項８】
　サーバが、検証済み個人情報のデータベースを生成し、共有する方法であって、
　前記サーバが、広域コンピュータネットワークを通じて複数のソースから個人に関する
情報を自動的に収集し、収集した情報をデータベースに保存し、
　前記サーバが、前記情報の正確さを検査および検証するために、前記情報および前記情
報のソースを広域コンピュータネットワークを通じて前記個人に提示し、
　前記サーバが、前記広域コンピュータネットワークを通じて、前記個人からの前記検査
に基づく前記情報の正確さについての注釈を受け入れ、
　前記サーバが、前記情報とともに前記注釈を前記データベースに保存し、
　前記サーバが、要求をする個人から、前記情報の選定された部分の検査の要求を、前記
広域ネットワークを通じて受け取り、
　前記サーバが、認証のために前記要求を前記個人に提示し、
　前記個人に前記要求が提示され、前記個人が前記要求をする個人に前記選定された部分
を検査する権限を与えた後に、前記サーバが、前記広域コンピュータネットワークを通じ
て、前記情報の前記選定された部分の前記ソースの識別子、および前記個人により提供さ
れた前記情報の前記選定された部分の正確さについての注釈と共に、前記情報の選定され
た部分を、前記要求をする個人に提示し、
　前記サーバが、前記データベースへのアクセス権および前記注釈を第三者に提供する方
法。
【請求項９】
　前記サーバが、前記個人に関する情報を連続収集プロセスによって収集して前記データ
ベースに保存し、
　前記サーバが、前記連続収集プロセスによって探し出した情報への更新を前記個人に知
らせ、
　前記サーバが、前記広域コンピュータネットワークを通じて前記個人から前記更新の正
確さについての注釈をさらに受け入れる請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サーバが、第三者に表示されている前記個人についての情報をもたらす前記データ
ベースの調査を前記第三者から受信し、
　前記サーバが、前記調査および前記表示を前記個人に通知する請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバが、前記広域コンピュータネットワークを通じて、前記個人から追加的な情
報を受信し、
　前記サーバが、前記個人から、前記追加的な情報が、前記データベースの全加入者に利
用可能とされる情報、または、前記個人の特別の権限の上にのみリリースされる情報のい
ずれであるかを指定する情報を受信する請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記情報の正確さに関する注釈は、前記情報の一部が誤って前記個人に関連付けられて
いることの指摘を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記サーバが、第三者に前記データベースへのアクセス権および前記注釈を提供する前
に、前記第三者に、前記データベースに登録し、前記データベースに識別情報を提示する
ように求める請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットを通じて個人情報を収集、編成および配信する方法に関する
。より詳細には、本発明は、正確であるとして検証された個人情報および秘密情報の電子
検索、保存、管理、および認証された配布のためのシステムを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットは、強力な公開・情報ツールである。ウェブサイト運営者がウェブサイ
トで情報を掲示すると、その者は事実上、瞬時にして世界中にその情報を公開する。他の
インターネット使用者は、探索エンジンやロケーションツールを用いて、掲示された情報
を迅速かつ安価に探し出すことができる。インターネット上で共有される情報の多くは、
パブリックドメインに存在する。しかし、私的である、扱いに慎重を要する、または秘密
である情報もまた、容易に配布され、公開されて、最終的にインターネット上で他者によ
って発見される。しばしば、この情報は、情報が公開されるその個人の同意またはその人
に対する配慮を伴わずにインターネット上で公開される。プライバシーに対する懸念は、
インターネットを通じて配布される個人情報が個人のプライバシーをどれほど侵害し得る
かに関する現在の国内的および国際的な議論につながっている。当然、インターネットの
政府による規制を回避する努力において、インターネット業界自身が、プライバシー問題
に関する自主規制の基準を確立しようとしている。
【０００３】
　インターネットによって生じたプライバシーの懸念に加えて、インターネット上で情報
を公開することがそれほど容易であることから、インターネット公開の容易さおよび広が
りは、ウェブ上で公開された情報の信頼性に対する懸念を生じている。インターネット上
で入手可能な情報の純然たる量は、その情報の多くにその正確さに関する疑念を残してい
る。存在するとしても、インターネット以外では極めて限られた流通でしか得られない文
書が、インターネット上で世界的に公開されている。同様に、時代遅れになり、スペース
を無駄にしないために廃棄されるはずであるような文書およびデータが、インターネット
上で長年にわたりアクセス可能のままとなっている。場合によっては、インターネット上
の情報が何日か古いのか何年も古いのかを区別することが難しい。電子文書を維持するう
えで相対的にほとんど費用がかからないことと、事物を保存するスペースがほとんど無制
限に存在することから、時代遅れの記録が無期限に視聴に利用可能のままであり得る。あ
る場合には、インターネット公開情報のソースが信頼できるソースであるかどうかを判別
することが難しい。毎日、何千もの新しいウェブサイトが作成されている。さらに、多く
のウェブサイトは、公開者の同意を伴わずに修正されること（不正侵入）に弱い。評価の
高いインターネット公開者によって安全でないウェブサイト上に提供された情報が変更さ
れることが起こりえる。
【０００４】
　インターネットの対話的性質は、インターネット上で個人情報および／または秘密情報
を保存、管理および転送することを危険にする。情報およびデータがインターネットを伝
わって行く際に、キャッシュファイルにおけるような、情報の多数のコピーが作られる。
これらのコピーは保護されていないかもしれない。さらに、インターネット上で掲示され
た個人に関する私的および個人情報の多くは、それらの個人が知らないうちにそうされて
いる。氏名、社会保障番号、電話番号、親戚や友人の連絡先情報、さらには金融口座番号
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といった情報が、インターネットを通じて公衆が利用可能な保護されていないデータベー
スに置かれてきた。近年、インターネット上で取得された個人情報を使用して他の人々を
だます、嫌がらせをする、さらにストーカー行為をする犯罪者に注意が向けられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　こうした難題があるので、個人情報および／または秘密情報を収集、保存、管理および
転送するインターネットを通じて個人情報を配信するための方法を提供することは、有利
である。また、情報の対象である人の認証を伴ってのみ、そうした情報を公開および配布
するシステムを提供することも利益となる。好ましくはその人によって情報を検証しても
らい、検証済み情報を提供することはさらなる利益となる。安全な個人情報への未許可の
アクセスを防止するが、認証された使用者のアクセスを可能にする安全なデータベースを
提供することもまた、有利である。インターネットを通じて公衆が現在利用可能な個人に
関する個人情報のデータベースを生成することは、さらに利益となる。データベース使用
者が特定の個人に関する情報を探索または取得する際に、自己に関する情報が探索されて
いることをその個人に通知することもまた有益である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、配信または検索される情報に対する制御の手段を個人に付与する、インター
ネットを通じて個人情報を配信するための方法を提供する。詳細には、本発明は、他のウ
ェブサイト上ですでに公開されている個人に関する大量の情報を収集する。いったん収集
されると、情報は、ウェブサイトを通じてインターネットを通じてアクセス可能なデータ
ベースに保存される。情報の対象である人は、そのウェブサイトにログオンして、収集さ
れた情報を検査、検証、または別様に修正することができる。人が自己の情報を検証した
後、その人に関する追加情報が収集されるか、またはその人のデータベース記録を別の個
人が探索する時に、その人は、どのような種類の情報が見つかったか、誰が情報を探索し
ているか、そして彼らの意図を通知され知らされる。
【０００７】
　本発明は、個人に関する情報についてインターネットを探索し、その情報をインターネ
ットを通じて利用可能なデータベースにおいて収集および公開し、提供された情報を更新
および検証することによって、個人に関する信頼できる情報を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、情報のその向上した信頼性を維持し、制御の手段を維持しつつ、イン
ターネットによる個人情報の要求および受信を容易にする。
【０００９】
　本発明は、インターネット上の他のウェブサイトおよびデータベースから収集された個
人に関する情報が格納されたデータベースを提供する、インターネットを通じて個人情報
を配信する方法を提供する。
【００１０】
　加えて、本発明は、情報の正確さが個人によって検証されている個人情報をデータベー
スに提供する、インターネットを通じて個人情報を配信する方法を提供する。
【００１１】
　本発明は、選択的に利用可能にされた秘密情報または個人情報のための安全なデータベ
ースを提供する、インターネットを通じて個人情報を配信する方法を提供する。
【００１２】
　さらに、本発明は、インターネットを通じて利用可能なデータベースに含まれた個人に
情報が関連している外部ソースから記録を取得するのを容易にする、インターネットを通
じて個人情報を配信する方法を提供する。
【００１３】
　本発明は、第２の者がデータベース上でその第１の者に関する情報を探索する際に第１
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の者に通知する、データベースに保存された個人情報をインターネットを通じて配信する
方法を提供する。
【００１４】
　本発明は、その人に関する追加情報がインターネット上で探された時にその人に通知す
る、インターネットを通じて個人情報を配信する方法を提供する。
【００１５】
　本発明は、外部ソースから入手可能な情報、すなわちデータベースにはない情報を使用
者が電子的に要求できるようにする、インターネットを通じて個人情報を配信する方法を
提供する。
【００１６】
　また、本発明は、人が秘密の記録の公表を電子的に認証することを可能にする、インタ
ーネットを通じて個人情報を配信する方法を提供する。
【００１７】
　本発明は、当事者が外部ソースからの秘密情報および／または個人情報を電子的に配信
できるようにする、インターネットを通じて個人情報を配信する方法を提供する。
【００１８】
　本発明は、インターネットを通じて種々のソースから収集または別様に取得されてデー
タベース形式に入れられた情報が格納されたデータベースを生成することによって、イン
ターネットを通じて情報を提供する方法である。他のソースとは対照的にインターネット
から情報を収集する利益の１つは、インターネットがソフトウェア「ロボット」を使用す
るなどして自動的に探索され得るということである。「ウェブクローラ」、「スパイダー
」および「ウェブロボット」と呼ばれるこれらのプログラムは、文書またはウェブサイト
を自動的に探索し、ウェブサイト上の文書から情報を抽出および検索することができる。
情報はその後、データベースに伝送され、データはデータベースを埋めるために使用され
得る。
【００１９】
　いったん情報がデータベースに保存されると、データベースは、例えばインターネット
のようなコンピュータネットワークを通じて利用可能にされ得る。データベースは、広域
ネットワークまたはローカルエリアネットワークを通じて利用可能にされ得る。３つのグ
ループのデータベースの使用者があり、一般大衆、データベース会員およびデータベース
加入者が存在する。この意味で、データベースの使用者は、データベース情報へのアクセ
スを要求する人間または実体である。１実施形態において、データベースが稼動している
時、公衆は、ウェブクローラよって初期に収集された情報の一部および関連するソースに
アクセスすることができる。この自由に共有された情報は、インターネット、好ましくは
ワールドワイドウェブを通じて公的に利用可能なデータベース上で提供され、より個人的
な検証済み情報は、加入を通じて安全なデータベース上で利用可能である。公共データベ
ースを探索したいと欲する個人は、ブラウザインタフェースを介してデータベースにアク
セスし、データベースサービスに登録した後にアクセスが認可されるはずである。
【００２０】
　他の人間または実体は、検証済み情報、すなわち公共データベースから得られ、引き続
き正確さについて検証された情報へのアクセスが認可されている。公共データベースおよ
び安全な検証済み情報データベースの両方における情報は、データベースサービスの加入
者に利用可能にされている。言い換えると、検証済みデータベースにアクセスするために
は、使用者はサービスに加入しなければならない。サービスの加入者はまた、公共データ
ベースにおいて提供された情報のソースを見ることができるであろう。例えば、加入者が
、会員が所属する組織に関する情報を見る場合、その情報が得られた元のウェブサイトま
たはデータベースもしくは公開物が、その情報と一緒に表示される。加えて、加入者は情
報の特殊な要求を行うことができる。例えば、加入者は、以前に会員によってデータベー
スサービスに自発的に提供された会員に関する秘密情報へのアクセスを要求することがで
きる。加入者はまた、データベースサービスを通じて所有権のある他の外部ソースからの
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追加情報を要求するか、データベースサービスを介して機能している外部ソースから付加
的な秘密情報を求めることができる。
【００２１】
　一般大衆および加入者に加え、データベース会員は、彼らがデータベースにおける自己
に関する情報を検証できるようにするためにデータベースへのアクセスが提供される。デ
ータベース会員になるには、人は登録しなければならず、自己の身分証明を認証する手段
を好適に有するはずである。
【００２２】
　自動的にまたは別様に検索されたかに関わらず、検索されデータベースに保存された情
報の多くが古いかまたは別様に不正確であり得る場合、情報を訂正したいと欲する個人は
、データベースの会員として登録し、情報の正確さを検証し情報のソースを知るためにア
クセスが認可され得る。検証済み情報は、情報のソースと一緒に、データベースの安全な
部分かまたは完全に異なるデータベースにおいて保存される。情報がウェブクローラによ
って供給され続けるので、データベースは更新され、新しい情報は引き続き会員によって
検証される。
【００２３】
　各会員は、データベースにおける自己の情報へのアクセスだけでなく、その情報のソー
スを見るためのアクセスが提供される。会員は、サービスに加入することを選択しない限
り、他者の情報へのアクセスを認可されない。当然、会員は望めば加入者になることがで
き、それによって検証済みデータベース全体にアクセスし得る。本発明の１実施形態にお
いて、会員は、追加情報を自発的に提供し、データベースに秘密情報を追加することがで
きる。会員はまた、追加情報または秘密情報への加入者の要求を認証または拒否する手段
を有する。
【００２４】
　本発明はまた、会員に関連したデータベース探索活動の適時な通知を会員に提供する。
会員は、その会員に関する情報がアクセスまたは要求された時に、電子メールといった電
子アラートを受信する。１実施形態において、会員は、いずれの使用者がその会員に関す
る情報を探索しているかについての情報を受け取り、データベースサービスもまた、加入
者が探索していた理由に関する情報を会員に提供する。同様に、新しい情報がウェブ上で
発見され、かつ／または公共データベースに追加された時、会員は、その新しい情報につ
いて電子的に通知される。会員はまた、加入者がデータベースまたは外部ソースから秘密
情報または個人情報の認証の要求を行った時にも通知されるであろう。
【００２５】
　プライバシーの適切な水準を維持するために、種々の使用者およびデータベースサービ
スとの間で伝送されるデータベースにおける情報は、暗号化されるかまたは、必要に応じ
て、安全な接続によって送られ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　本発明の大きな利益の１つは、個人情報を継続的に収集し、データベースを更新するそ
の能力である。データベースサービスのための情報は、インターネットソースおよび非イ
ンターネットソースの両方から収集される。これらのソースは、以下に限らないが、政府
、ビジネス、公的な記録、メディア、出版物ならびに、教育、宗教および他の組織を含む
。ソースは必ずしも、情報が無料で提供されているソースに限られるわけではない。本発
明は、実用的であるように、所有権のあるデータベースおよび他の購読または私用データ
ベースを組み込むことを想定している。本発明の１つの好ましい実施形態において、情報
は、ウェブクローラプログラムおよび他のインターネットロケーションツールを用いて自
動的に収集される。ウェブロボットまたはウェブクローラは第１の文書を検索し、第１の
文書のハイパーテキストにおいて参照された以降の文書を検索することによってインター
ネット中を移動することができるので、ウェブロボットは効率的かつ自動的に情報を収集
することができる。インターネットが関連データを探索され得る効率を認識すれば、イン
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ターネット上で入手可能な情報は、データを収集するための好ましいソースとしてあり続
ける。
【００２７】
　自動的にまたは別様に収集された情報は、データベースに入れられる。しかし本発明の
データベースはいずれかの特定のデータモデルに限定されず、そのデータベース設計は、
データ抽出を容易にし、データの効率的かつ経済的な保存、データの比較的容易な修正を
可能にし、さらにデータベースの進行中拡張を可能にする。本発明の好ましい実施形態に
おいて、データベースはリレーショナルデータベースモデルを使用する。より詳細には、
クライアント／サーバデータベースに収集された情報が提供される。クライアント／サー
バデータベースは、連続動作が好適に可能であり、複数の要求を取り扱うことができる。
クライアント／サーバデータベースは、コマンド行インタフェースを通じてアクセス可能
なはずであり、データベースは安全であり並行制御を助成するはずである。アプリケーシ
ョンインタフェースプログラミング（ミドルウェア）は、データベースがサーバと通信す
るのを可能にする。アプリケーションインタフェースプログラミングは、当業において既
知のいずれかのプログラミング、例えばコモンゲートウェイインタフェース（ＣＧＩ）ス
クリプトとすることができる。サーバとＤＢＩモジュールといったデータベースアプリケ
ーションとの間のインタフェースを助成する他のソフトウェアアプリケーションもまた、
本発明において使用され得る。
【００２８】
　クライアント／サーバデータベースへのアクセスは、（コマンドシェルを用いて）デー
タベースに直接、またはネットワークソケットを通じてプラグインすることによって実現
され得る。当業で既知のいずれかの適切なデータベース言語が、本発明のデータベースに
より使用され得る。言語は標準化され、クロスプラットホーム環境において実行可能であ
ることが有益である。好ましい実施形態において、使用者アクセスは複数の使用者による
データベースへの遠隔アクセスを可能にするネットワークソケット接続によって得られ、
データベースは構造化照会言語（ＳＱＬ）を用いて動作する。
【００２９】
　本発明は、３種類の使用者に情報を提供するように設計されている。第１のレベルの使
用者は、公衆である。ウェブクローラおよび他の手段によってデータベースに収集された
情報は、インターネット上で一般大衆が利用可能にされる。この情報は「公共データベー
ス」と名づけられる。１実施形態において、公共データベースは全部の未検証の情報を含
む。別の実施形態において、公共データベースにおける情報のソースは留保されている。
第３の実施形態では、データベースに含まれる氏名の索引だけが公的に利用できる。公共
データベースにアクセスするために、一般使用者は、データベースサービスに情報を登録
および送信しなければならない。登録情報は、個人を一意に識別するために十分でなけれ
ばならず、氏名、住所、電子メールおよび電話番号といった情報を提供することを含み得
る。登録プロセスにおいて、使用者は、そのデータベース自体内部での登録情報の使用に
同意することが要求され得る。それ故、他者に関する個人情報を探し出すために公共デー
タベースの公衆の使用の結果として、データベースの価値は、個々の新規使用者とともに
増大する。公共データベースは、読出し専用データベースとして機能するように意図され
ている。
【００３０】
　自分の氏名がデータベースにリストされている大部分の個人が、自己に関するどれほど
の量の情報およびどのような情報がインターネット上で公開されているかを知ることから
何らかの形で利益が得られるはずであると期待されている。そのような情報がインターネ
ット上で配布または公開されているということを知ることだけで、一部の人々にとっては
価値があるであろうが、情報の正確さが確認されることができれば、他の人々もよりいっ
そう利益が得られるであろう。例えば、個人の所在、職業および交際関係に関する正確な
情報は、ビジネスまたは法律上の状況において価値があり得るかもしれない。この種の情
報は、保険会社、法曹家および家系図編者にとって有用になり得るかもしれない。検証済
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みデータベースは、加入者が利用可能であろう。
【００３１】
　検証済みデータベースの加入は、検証済みデータベース全体を探索するために、そして
特に、もしあれば、公共データベースからのどのような情報がデータベース会員によって
検証されたかを知るために、彼らが必要とするアクセス権を加入者に付与する。加入サー
ビスはまた、収集された情報のソースを加入者が見ることを可能にする。情報のソースを
知ることは、データソースによって提示されたデータの信頼性を判断するうえで加入者の
助けになるであろう。好ましい実施形態において、情報に対する加入者の要求は、ウェブ
ページインタフェースを介して提供されるクエリの形で到来する。加入者はインターネッ
トブラウザを使用して、例えばｙｏｕｔａｋｅｃｏｎｔｒｏｌ．ｃｏｍといった特定のサ
イトにログインし、そして加入者は、そのウェブサイト上で提供された電子書式を用いて
、データベースに登録し、クエリを送信することができる。要求された情報は、データベ
ース内から検索され、その後、探索者のブラウザでウェブページとして探索者に提示され
る。代替として情報は、電子メールまたはファックスといった他の電子形式を用いて配信
され得るか、またはハードコピーが加入者に送達され得る。登録およびクエリは、データ
ベースに送信される。
【００３２】
　データベースサービスは、データベースの加入者の使用について多様な支払い方法を使
用することができ、例えば、加入者は、一回限りの会員権により、使用ごとに、クエリご
とに、データベースにおいて費やされた時間ごとに、またはこれらもしくはいずれかの数
の方法の組合せにより、請求され得る。
【００３３】
　加入の別の重要な利益は、検証済みデータベースにおける識別情報を用いて、加入者が
データベースサービスを通じて特定の会員に関する個人的および／または他の秘密情報の
認証を要求できるということである。要求された秘密情報は、データベースの安全な部分
に保存され得て、認証が要求されている会員がその情報の公表を認証することを必要とす
るだけかもしれない。会員が情報を公表する認証を与えた場合、データベースサービスは
、データベースにおける会員に関する安全な情報に対するアクセスを加入者に与えること
ができる。好ましくは会員は、ディジタル証明といった電子認証プロセスを使用する。
【００３４】
　他方、特定の情報に対する要求は、１つ以上の外部組織からの秘密情報を収集すること
を含み得る。本発明の利益がなければ、当事者が秘密情報を取得したいと欲した時、当事
者は、秘密文書を公表させる認証を得るための何らの手続きに従わなければならない。収
集されている情報がいくつかの異なるソースから到来する場合、プロセスは、要求してい
る人にとってよりいっそう複雑になる。本発明を使用する加入者は、単一の要求および認
証がいくつかの外部ソースからの文書の公表の根拠として役立ち得るという事実から利益
を得ることができる。加えて、プロセスがインターネット上で電子的に生じるので、トラ
ンザクションが実行される速度および容易さは著しく増大する。従って、外部組織から情
報を要求するプロセスは、データベースサービスに秘密情報の単一の要求を行うことによ
って単純化され得る。
【００３５】
　データベースを検証し修正するためには、会員はデータベースにアクセスしなければな
らない。好ましい実施形態において、会員は、情報を検証し、インターネットを通じてデ
ータベースの自己の記録に情報を追加することができる。加入者がブラウザを用いてサイ
トにアクセスするのと同様にして、会員もまた、ウェブページにアクセスし、会員が登録
しいずれかのプロセスによって認証されることを可能にする電子書式を提示され得る。好
ましくは、認証プロセスは、ディジタル証明かまたはバイオメトリックプロセスのどちら
か一方であるが、ＰＩＮ番号およびパスワードといった他の認証システムも許容され得る
。
【００３６】
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　いったん会員が登録して認証されると、会員は自己に関連した情報にアクセスできる。
加入者と同様に、会員は、データベースサービスウェブページの電子書式を選択し、特定
の情報のクエリに記入することができる。検証済みデータベースにおける情報の必ずしも
全部が会員に利用可能にされるわけではない。詳細には、会員は、公共データベースにお
いて提示される会員に関連した情報、データベースの外部のその情報のソースおよび、デ
ータベースの会員によって利用可能にされた個人情報のような追加情報だけを見ることが
できる。
【００３７】
　会員のクエリが返されると、会員は、提示された情報の正確さを対話的に検証または否
定することができる。検証のための形式はいくつかの形態のうちの１つをとることができ
、例えば、会員は、情報が正確なことを指示するためにウェブページ上に提示されている
通り情報の隣の空欄を単にチェックするだけかもしれない。あるいはまた、会員に、検証
するにはプラス記号（＋）を、または否定するにはマイナス記号（－）を入れるなどして
、情報の正確さを能動的に検証する、または能動的に否定する選択肢が提示されてもよい
。別の実施形態では、会員は情報を能動的に編集することができる。情報が会員によって
編集される場合、好ましくはデータベースは、提示された情報が編集されたことを反映す
る。
【００３８】
　本発明の別の独自の特徴は、会員がデータベースにおける各自の情報に関する活動の電
子通知を受信するということである。公共データベースまたは検証済みデータベースにお
ける使用者が会員に関する情報を要求するか、または表示されている会員に関する情報を
もたらす調査をデータベースにおいて実施した場合、会員は自動的に活動の電子通知を受
信する。会員は、使用者の登録情報および使用されたクエリの通知を受信してもよい。加
えて、使用者の調査の目的頻度および時間枠とともに他の関連要因に関する情報が、電子
通知において会員に提供され得る。
【００３９】
　データベース内の情報は、例えばウェブクローラによって行われ得るような連続収集プ
ロセスによって補完されることが期待される。さらに、外部ウェブサイトから当初収集さ
れ初期にデータベースに含まれたデータは、以後、修正され得るので、データベースにお
いて更新される必要がある。データベースの会員に関する新しい情報が発見され、古い情
報が更新されると、会員は、データベースの新しい資料の電子通知を受信し、従って新し
い情報の正確さを検証する機会が与えられることになる。
【００４０】
　本発明の好ましい実施形態は、保存および／または伝送の間に秘密情報を暗号化するこ
とによって情報の機密性を維持するのを助ける。同様に、データベースサービスの商業投
資を保護し、プライバシーを守ることを助成するために、本発明のデータベース管理シス
テムはセキュリティ対策を設けている。本発明は好ましくは、保存されたデータへの使用
者の直接アクセスを許さない。
【００４１】
　図１は、本発明の１実施形態のフローチャートを示している。使用者１０は、公共デー
タベース１４へのアクセスを得るために登録する１２。公共データベース１４の情報は、
インターネットまたは政府実体といった外部ソース１６によって供給される。会員３０は
、医療記録、財政記録、学業記録および他のいずれかの個人的記録を含み得る、検証済み
データベース３４へのアクセスを得るために登録する３２。すべての会員は、登録し、デ
ィジタル証明によって認証されなければならない。ファイアウォール３６は、一般使用者
が検証済みデータベース３４における安全な情報にアクセスするのを防ぐ。会員３０だけ
が、会員３０に関する情報にアクセスできる。
【００４２】
　加入者５０もまた、検証済みデータベース３４へのアクセスを得るために登録する３２
。加えて、加入者５０は会員３０に関する秘密情報５４を要求することができる。会員３



(10) JP 4292199 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

０は、この要求を通知され、秘密情報５４に対する加入者の要求５６を許諾または拒否す
ることができる。追加情報５８は、データベース３４の安全な領域において維持されるか
、または検証済みデータベース３４から外部の情報のソースとすることができる。会員３
０による認証は、事前認証、継続認証または要求に続く認証とし得る。認証を受け取ると
、会員制御されたアクセスゲート６０が加入者５０の要求を秘密情報５４から検索できる
ようにする。
【００４３】
　図２は、本発明の別の実施形態のフローチャートを示している。この実施形態では、使
用者１００は、ここに記載されたソフトウェアを用いて企業／サーバ１０２と関係を結ぶ
。使用者１００は、企業／サーバ１０２に秘密情報を与えるとともに、いずれの金融組織
１０４、医療組織１０６、製薬会社１０８および他の組織１１０が使用者１００に関する
秘密情報を保持するかを企業／サーバ１０２に開示する。企業／サーバ１０２はその後、
使用者１００によって指定された組織の各々と連絡し、各組織は、使用者１００に関する
あらゆる情報をいずれかの第三者１１２に公表する前にまず企業／サーバ１０２と連絡す
ることを契約により同意する。保険会社といった第三者１１２が使用者１００に関する個
人情報を有する組織のうちの１つに連絡した場合、その組織はまず、当該情報を公表する
前に企業／サーバ１０２に連絡しなければならない。企業／サーバ１０２はその後、使用
者１００と連絡をとり、使用者１００が企業／サーバ１０２に認証を与えた場合に、企業
／サーバ１０２は、第三者１１２に情報を公表するように組織に命令する。
【００４４】
　本発明の１実施形態の実施例を以下に提示する。実施例は、単に例示であり、いかなる
点でも本発明を限定するものではない。
【００４５】
（実施例１）
　この例では、標準ブラウザを用いてインターネットにログオンした使用者が、データベ
ースへの入口の働きをする対話形ウェブサイトに誘導される。ウェブサイトは、データベ
ースにアクセスし得る方法の説明を含むとともに、人々がデータベースにログオンして様
々な種類の資料にアクセスできるようにする選択肢を与える。例えば、ウェブサイトは、
データベース会員、データベース加入者および一般大衆がログオンしてデータベースから
特定の種類の情報を検索できるようにするハイパーテキストリンクを提示し得る。この例
では、使用者が公的に利用可能な記録を使用するための選択肢を選択する場合、使用者は
「公共」ハイパーテキストリンクをクリックし、それにより使用者がいずれかの公的に利
用可能な情報にアクセスする前に登録することを要求される別のウェブページにブラウザ
を向かわせる。この登録ウェブページは、使用者に対し、自己の電子メールアカウントを
送信し、探索の概略目的を識別し、データベースの管理者に有用な他の情報を提供するよ
うに要求し得る。一般使用者は、要求された登録情報を送信し、その後、データベースか
ら公衆が利用可能な情報の種類の選択肢を提示する別のウェブページに誘導される。
【００４６】
　公衆が利用可能にされている情報の種類は異なり得る。この例では、データベースで見
つかる情報の種類の索引が利用可能である。例えば、データベースにおける情報の種々の
カテゴリを含む索引、データベースにおける個人名の索引、データベースにおける検証済
みの氏名の索引、データベースを編集する際に使用されたソースまたはソースの種類の索
引および、種々の包含カテゴリの索引が、公共探索に利用可能とされ得る。この例では公
衆が利用可能にされている情報は、意図的に限定されており、公衆にはデータベースの適
用範囲の全般的構想を提供するだけであるように意図されている。
【００４７】
　公共データベースの使用者は、検証済みの氏名の索引といった探索に利用できる種々の
選択肢の中から選択することができ、索引探索ページで利用可能にされているクエリ欄に
探索クエリを記入することができる。あるいはまた、一般使用者は、データベースの適用
範囲をより良好に確かめるために索引を無作為に閲覧することに決定し得る。使用者が所
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望のクエリを記入し、探索する所望の索引が指示された後、検索クエリは送信され、情報
はウェブサイトサーバからデータベースへ転送され、そこで探索エンジンが関連情報をデ
ータベースから検索する。探索の結果は、ウェブページで引用リストとして使用者に提示
される。使用者は、引用リストを印刷するか、それをダウンロードするか、または別様に
そのリストを所望の場所に電子的にメール、転送またはファックスさせることができる。
使用者はまた、ウェブサイトを出る、データベースに加入する、またはデータベース会員
として参加する選択肢も提示される。
【００４８】
　使用者がデータベースの会員になりたい場合、使用者はハイパーテキスト「会員」リン
クを起動させることができ、それは起動されると、ブラウザを会員申込みウェブページに
向かわせる。申込みページは、会員権又は個人情報を供給するものを要求している人に、
識別および認証のための手段の提示、料金の支払いを要求する。申込み画面は、使用者に
対し、使用者を識別し、データベースへの使用者の会員アクセスを認可する個人情報およ
び連絡先情報を入力するように促す。要求された個人情報は、氏名、電子メールアドレス
、電話番号、ファックス番号および他の連絡先情報を含み得る。
【００４９】
　使用者が個人情報を入力した後、画面は使用者に対し識別および認証のための手段を入
力するように促す。識別および認証のための手段は、以下に限らないが、パスワード、個
人識別番号、ディジタル証明およびバイオメトリック識別方法を含む。使用者は、パスワ
ードまたは個人識別番号を入力し確定するように促され得る。技術が許す場合、使用者は
、指紋を読み取るために、または他のいずれかのバイオメトリック形態の識別を使用する
ために、コンピュータを使用することができる。識別および認証手段は、会員に関する検
証済み情報へのアクセスセキュリティを付与し、会員が情報を変更または確認できるよう
にし、以降、データベース修正への会員の同意の証拠として働き得る。
【００５０】
　使用者を会員として識別および認証する情報を使用者が送信した後、使用者は、会費を
支払うように画面によって促される。画面は、支払いを電子的に行うためのいくつかの選
択肢を表示し、例えば、使用者は、正当なクレジットカード、電子クレジットカード、ペ
イパル（Ｐａｙ　Ｐａｌ）といった電子銀行口座振替、電子振替資金または、当業で既知
の電子的に資金を移転するための他の手段を用いて支払いを行うことができる。会員とし
てのデータベースへのアクセスは、支払いが受領および／または検証されるまで、認可さ
れない。支払いは安全な回線によって送られ、それがデータベースのアカウント保持者に
よって受領されると、受領された支払いの通知が会員およびデータベース管理者の両方に
送られる。使用者は、選択した通信手段による支払いの電子確認を受信するとともに、支
払いが送られたか、または受領されたことを画面で通知される。
【００５１】
　支払いの確認を受信すると、使用者は、ハイパーテキストリンクを選択またはクリック
することによって、プログラムを出るか、またはデータベースに入ることが促されるかま
たは可能になる。使用者は、この時点で会員である使用者に恐らく関連するデータベース
からの情報を見る選択肢を選択する。自動探索が実行されて、自己のアプリケーションで
会員によって提供された情報を用いて引用リストを生成する。引用リストは、ウェブクロ
ーラプログラムによって収集されてデータベースに入れられた会員に具体的に関連する全
部の情報を示すとともに、その情報が取得されたソースを示している。引用リストは、引
用に関連して利用可能な情報の省略形だけを提示する。各引用は、特定のソースから収集
された情報のフルテキスト提示へのハイパーテキストリンクを含む。使用者は、テキスト
をクリックすることによってハイパーテキストリンクを起動させることができる。
【００５２】
　使用者は、引用リストを探索し検証することができる。各々の引用の隣に３つの欄があ
り、マウスで欄をクリックすることによって交互に「チェック」され得る。１つの欄は、
チェックされると、引用における情報が会員と正しく関係づけられており、類似の氏名ま
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たは類似の情報を備える別人とは関係していないことを指示し、情報が正しいものとして
検証されたことを指示する。第２の欄は、チェックされると、引用が会員を参照している
が情報が正しいものとして検証されていないかまたは不正確であることを指示する。第３
の欄は、チェックされると、収集された情報が会員に関連していないことを指示する。使
用者は、引用を検査し、３つの欄のうちの１つをチェックすることによって、どのような
情報が会員に関連しているかを示すことができる。
【００５３】
　会員を参照しており正しいものとして会員によって検証された情報は、検証済み情報と
してデータベースに保存され、会員を参照しているが不正確であるとしてチェックされた
情報は、正しいものとして検証されていない情報としてデータベースに保存される。引用
の欄をチェックした後、未検証のリストは画面に提示される。会員はその後、情報を訂正
するために情報が収集されたソースに会員が連絡したいかどうかを決定するために未検証
のリストを検査するように促される。各引用のハイパーテキストリンクをクリックするこ
とによって、使用者は、連絡先情報および、いかにして情報を訂正できるかに関する指示
を受け取る。データベース管理者はまた、データベース管理者が情報のソースに連絡して
情報を訂正してもらう、場合によってはソースから除去してもらうサービスを提供し得る
。
【００５４】
　会員はその後、会員がそのように欲する場合、追加情報を自発的に送信するように促さ
れ得る。追加情報は、検証済みリストの情報を補完するために要求されてもよい。要求さ
れる追加情報は、個人情報、氏名、住所、社会保障番号、出生率、出生地、身長、虹彩の
色、体重および、他の種類の情報を含み得る。情報の種類は、以下に限らないが、医療情
報、学業情報、消費者・財政情報、社会的・政治的情報、その人が加盟しているグループ
または組織、および他の種類の情報を含む。追加情報はまた、引用リストを通じて探索し
ている会員によって発見されたあらゆる不正確な情報を訂正または説明する情報も含む。
会員は、その情報を、データベースの全部の加入者が利用可能にされている情報の検証済
みリストの一部として利用可能にさせるように選択することができるし、または会員によ
る特定の認証時だけに情報が公表され得るようにして情報を選択的に抑えるように選択す
ることができる。
【００５５】
　引用リストの検査結果を送信し、もしあれば追加情報を提供した後、会員は、検証済み
情報および追加情報を見て、その正確さを確認するように促される。正確さは、上述した
電子署名またはバイオメトリック識別方法などの識別および認証の手段を使用することに
よって確認されてもよい。検証済み情報は、その特定の会員に関する検証済みかつ認証済
みデータとして、引用リストに示されたデータベースに保存される。
【００５６】
　会員がデータベースにおける自分自身に関する情報の検証および認証を完了すると、会
員は、データベース包含プログラムに参加するか否かを選択するように画面によって促さ
れる。包含プログラムは、データベースが、調査、研究または人口統計的プロファイリン
グを実行しているグループに対し特定の種類の情報を公表できるようにする。例えば、包
含プログラムは、研究を行っている調査グループに対して、データベースからの医学関連
情報の公表を可能にする。包含プログラムにより研究者は、研究、試行または試験に参加
するための会員と連絡をとることが可能となり得る。他の種類のプロファイリングまたは
人口統計的調査は、マーケティング調査、社会的・政治的調査および、科学的その他の種
類の統計学的調査を含み得る。使用者は、包含プログラムの種類のカテゴリのリストを提
示される。包含プログラムの各カテゴリの下に、データベースを用いて現在実施されてい
るか、または実施されるはずであるそのカテゴリに関連した特定の包含プログラムのリス
トがある。
【００５７】
　使用者は、ハイパーテキストリンクをクリックすることによって、調査についての詳細
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を得ることができ、どのような情報が収集されるかを解釈する。各カテゴリ見出しの隣お
よびリストされた個々の特定の包含プログラムの隣には、使用者がマウスで欄をクリック
することによってチェックすることができる空欄がある。欄をチェックすることによって
、使用者は、使用者が参加したい包含プログラムの種類を選択することができる。プログ
ラムに参加することを送信することによって、使用者は、特定の調査に関連する個人情報
を公表できるようになる。公表される情報は、説明において識別された情報だけを含み、
個人を具体的に識別するような情報を含まない。使用者はまた、上で略述し以下でさらに
詳述する外部記録の公表を認証する方法を用いて特定の種類の調査に関連する外部記録ま
たは他の秘密情報を認証することができる。
【００５８】
　本発明のこの実施形態において、会員は、データベースにおいて維持されているか、ま
たはいずれかの第三者または外部ソースによって維持されている個人記録および秘密情報
の公表をその者が認証したいと欲するか否かを選択することができる。会員がデータベー
スサービスを通じて電子認証を行うことを可能にするために、会員は、ハイパーテキスト
リンクをクリックすることによって認証サービスを選択するように促される。会員はその
後、数種類の認証サービスを提供しているウェブページを提示される。会員は、特定の種
類の情報の公表を事前認証するか、情報を公表するために継続認証を認可するか、または
自己の個人情報を公表する認証の要求を検査したいという意思を示すかを選択することが
できる。
【００５９】
　会員は、会員が記入する電子書式を会員に提示するハイパーテキストリンクをクリック
することによって特定の情報の公表を事前認証する選択肢を選択する。書式において、会
員は、特定の目的で、かつ限られた時間の間、個人情報を受け取るために認証されるある
特定の組織または実体を識別する。この例では、会員は、承認プロセスの一部としていく
つかの大学に学業成績証明書を公表したいという願望を示すかもしれない。会員は、事前
認証を認可する個々の学部または大学の名称を電子書式に記入し、大学に公表される情報
の種類を具体的に列挙して認可される情報の適用範囲に制限を加える。会員は、事前認証
が満了する日付を記入する。会員は、バイオメトリック認証といった上述の識別および認
証技法の１つを用いて事前認証を正式なものにする。
【００６０】
　電子書式の情報はその後、保存されデータベースサービスに伝送されて、そこでそれは
、指定された組織の１つからの要求を受信するまで保存され維持される。情報の要求を受
信すると、資料は会員の事前認証に基づいて組織に公表される。事前認証は、認証を終了
する最終期限に達した時に、システムから自動的に削除され得る。
【００６１】
　会員はまた、特定の実体または組織に対する特定の情報の公表の継続認証を認可したい
のかどうかを選択するように促される。ハイパーテキストリンクをクリックすると、会員
は、会員が記入する電子書式を提示される。書式において、会員は、特定の目的で、かつ
限られた時間の間、個人情報を受け取るために継続認証が付与されるある特定の組織また
は実体を識別する。
【００６２】
　会員は、医療専門職、特に緊急対応部署に対する医療記録の公表のための継続認証を付
与することができる。会員は、診療歴、処方薬物、アレルギーおよび、会員を治療する医
療従事者にとって利益となり得る他の重要な医療情報といった情報を指定することができ
る。同様に、特定の情報は、場合に応じて、継続認証に基づき、会員が法的に無能力にな
るかまたは死亡した場合に会員の弁護士が利用可能にされ得る。電子書式の情報はその後
、それが要求を受信するまで保存され維持されるかどうかに関わらず、保存されデータベ
ースサービスに伝送される。
【００６３】
　会員はまた、会員が記録の公表の認証に対する第三者の要求を受け取る意思があるかど
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うかを示すように促される。会員は、そのように標示された欄をチェックすることによっ
てそうしたいという自己の意思を示す。会員が認証要求を受け取る意思があり、第三者が
情報の公表を要求し、第三者が別様に認証されない場合、データベースサービスは、情報
への第三者のアクセスを拒否するが、会員が特定の要求を受け取る意思があることを指示
する。第三者はその後、そうした要求をデータベースサービスを通じて会員に送ってもら
うように決定し、そして会員は要求を認可するか、または拒否することができる。
【００６４】
（実施例２）
　実施例１に記載したものと同じ本発明の実施形態を使用して、異なる使用者が、データ
ベースサービスへのアクセス権を得るためにウェブサイトにログオンする。使用者は、公
的に利用可能な記録を使用する選択肢を選択し、「公共」ハイパーテキストリンクをクリ
ックすることにより、ブラウザをウェブページに誘導し、そこで使用者は公的に利用可能
な情報にアクセスする前に登録するように要求される。この登録ウェブページは、使用者
が電子メールアカウントを示し、探索の概略目的を識別し、データベースの管理者に有用
な他の情報を提供するように要求する。要求された登録資料を提供すると、使用者は、情
報を送信し、データベースから公衆が利用可能な情報の種類の選択肢を提示する別のウェ
ブページに向けて誘導される。
【００６５】
　公共データベースが利用可能な情報の種類を検査した後、使用者は、データベースに加
入することを決定し、「加入」ハイパーテキストリンクをクリックする。ハイパーテキス
トリンクを活動化させると、使用者は、加入申込みウェブページに誘導される。データベ
ースサービスへの加入は、使用者が料金を支払い、情報を伝える加入書式に記入するよう
に要求する。料金は、クレジットカードまたは他のいずれかの形態の電子支払いを用いて
インターネット上で支払われてもよい。支払い情報は、当業で既知の方法を用いて、収集
され、伝送され、電子的に処理され得る。いったん支払いが電子的に処理されると、使用
者のブラウザは加入書式ウェブページに向けられる。
【００６６】
　加入書式は、加入者に対し、加入者の身分証明、私的、ビジネスまたは他のいずれかの
目的を問わず加入者の使用の性質を提示し、電子メールアドレス、住所、電話等といった
連絡先情報を提供するように要求する。情報は、新規加入者によってデータベースサービ
スに送信され、そこで情報は保存され、加入者に一意の番号が割り当てられる。加入者は
その後、割り当てられた加入者番号と関係づけられているアクセスパスワードを入力する
ように促される。パスワードを入力し確認すると、加入者はこの時点で、データベースに
ログオンし探索することが許される。ハイパーテキスト「ログオン」リンクを起動させる
ことによって、使用者は加入者のログオンウェブページに誘導される。
【００６７】
　加入者ログオンページで、使用者は、加入者番号およびパスワードを入力するように促
される。加入者が加入者番号およびパスワードをデータベースに送信し、識別番号加入者
番号およびパスワードが検証されると、使用者はデータベースサービスの探索エンジンウ
ェブページに誘導される。探索エンジンウェブページは、加入者がインターネットを通じ
てデータベース探索を実行できるようにする。
【００６８】
　データベース探索は、データベースから情報を検索するために適切な標準の探索エンジ
ンプログラムを用いて実現される。しかし、大半の探索エンジンとは異なり、探索項目を
探索エンジンに入力することに加え、データベースはまた、加入者に探索の性質または目
的を示すように要求し促す。加入者が探索を実行した後、探索の性質に関する情報は引き
続き、加入者の探索の間にその者の情報がアクセスされるデータベースのあらゆる会員に
提供され得る。このように、使用者は、探索の性質および探索項目の両方を入力し、それ
らを送信する。探索エンジンは、例えば、情報のカテゴリの選択的探索を可能にする、地
理的またはデータ上の制約といった探索に対し種々の制限を設ける、さらにブール語探索
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および探索エンジンに典型的な他の機能の使用を可能にするといった、データベースを探
索するための多数の選択肢を有し得る。
【００６９】
　この例では、加入者は、個人に関する情報を探索する。使用者は、その人の氏名および
その人の生年月日を探索エンジンクエリに入力し、その探索を送信する。個人の探索の一
部として使用者が送信し得る他の種類の情報は、以下に限らないが、その人の住所、出生
地、年齢、職業および配偶者を含む。データベースからの探索結果に一致すると、結果画
面に掲示され、加入者に提示される。結果画面は結果を省略形で示し、個々の関連項目は
、活動化された時に会員情報のより完全な表示を付与するハイパーテキストリンクを含む
。加入者はその後、探索による結果の全部または選定した結果を印刷、保存または配信す
るかを選択し得る。結果は、加入者が使用しているコンピュータに直接保存され得るか、
または必要に応じて種々の場所に電子メールまたはファックスされ得る。
【００７０】
　加入者が会員の認証を必要とする情報を取得したい場合、加入者は、データベースサー
ビスを通じて情報を取得しようと試みることができる。例えば、加入者は、認証されれば
医療記録が利用可能であることを示すハイパーテキストリンクを有する特定の会員の記録
をクリックすることができる。加入者が医療記録ハイパーテキストリンクをクリックして
、加入者が会員の記録を受け取ることが認証されている場合、データベースで利用可能な
医療記録は、加入者に提示される。加入者が医療記録を受け取ることが認証されていない
場合、会員がそうした要求を受け取る意思を示していれば、加入者はそうした認証を会員
に要求することができる。
【００７１】
　一部の状況では、データベースは、インターネットを通じてではなく、データベースサ
ービスから直接情報を取得する特別な加入者が利用可能にされている。例えば、統計調査
者または人口統計的プロファイリングに参加している組織が、データベースサービスから
直接データベースへのアクセスを認可され得るか、またはデータベースサービスがその情
報を収集しそれらの組織に直接提供し得る。
【００７２】
（会員権販売および収益機会を理解するためのシナリオ）
　サッター・ヘルス（Ｓｕｔｔｅｒ　Ｈｅａｌｔｈ）は、１００を超える北カリフォルニ
ア地域自治体に奉仕する医師および非営利病院のネットワークである。その患者向けのそ
の月刊ニュースレターにおいて、サッターは、ユー・テイク・コントロール（Ｙｏｕ　Ｔ
ａｋｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＹＴＣ）およびＹＴＣ会員権の利益に関する極めて肯定的で極
めて有益な話を掲載している。その話は、読者がサッターのウェブサイトに行き、ユー・
テイク・コントロールへのリンクをたどる推薦で終わる。
【００７３】
　サッターの患者がＹＴＣホームページへのリンクをたどると、彼らは、目立つように表
示される、「無料会員権」と標示されたアイコンを目にすることになる。使用者がそのア
イコンをクリックすると、彼らは２０のスポンサーのリストに接し、それぞれ、使用者が
１０の質問に答えることと引きかえに個々のＹＴＣ会員権の費用を支払うことを申し出て
いる。この場合、サッターの患者は、ファイザー（Ｐｆｉｚｅｒ）を選択し、この大手製
薬会社が掲示した１０の質問に回答する。
【００７４】
　この時点で、ファイザーはＹＴＣに９．９５ドルを支払う。このうち、ある割合が、新
しい会員がサッターのサイトからＹＴＣのサイトにクリックしたことによる証拠として、
加入者を獲得したことに対してサッターに支払われる（それがこの個人について受け取る
第１の支払い形式）。サッターは、両者に満足の行く状況を達成した。すなわち、サッタ
ーはその会員の１人を助成したし、サッターは自己自身のための新しい収益の流れを作り
出した。
【００７５】
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　ファイザーがその人に答えるように求めた１０の質問のうちの１つは、同社が市販して
いる新しい処方薬に関係していた。この人がその回答において、彼女が実際にこの薬物を
服用していると指示したので、彼女がこの時に提示されたＹＴＣ画面はこう尋ねていた。
「あなたは、この新しい薬物を服用している方々の一人として、有料ですが、我々の毎月
のフォローアップアンケートに回答することを検討していただけますか？」これは「事後
監視」調査アンケートとして知られており、そしてこの場合、その新しいＹＴＣ会員は彼
女の参加する意思の質問に対して「はい」と答える。この時点で彼女は、彼女が参加する
ことに決定したので、ファイザーがＹＴＣを通じて、彼女が本当にこの薬物を処方されて
おり、それを継続的に服用していることを検証する必要があるということを彼女に告げる
画面を示される。彼女は、彼女がファイザーに対しては依然匿名のままであること、そし
てＹＴＣがそのプロセスを取り扱うことを知らされる。彼女は、この検証が行われるため
に彼女の許可を示すように求められ、彼女はそれを行う。ＹＴＣはこの時点で、この新し
いＹＴＣ会員がファイザーの新薬を服用していることをインジェニックス／ユナイテッド
・ヘルスケア（Ｉｎｇｅｎｉｘ／Ｕｎｉｔｅｄ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）で検証する。そ
して、この検証が完了すると、一連の報償が始まる。
【００７６】
　ファイザーは、事後監視調査への参加のために、一人当たり年間１０００ドルを支払う
意思がある。このうち、ＹＴＣは、各々の毎月の調査が完了した後会員に送られる１２等
分の支払いで配分される、８００ドルをその会員に支払う。ＹＴＣから、獲得者であるサ
ッター・ヘルスは、ファイザーの年間支払い額の１パーセントつまり１０ドルを受け取る
。この総額はまた、検証の実行についてインジェニックスに対しＹＴＣによって支払われ
る。従って、支援者への支払い後、このプロセスによるＹＴＣの純利益は１８０ドルであ
る。ファイザーは、この新薬のその事後監視調査に１５，０００人の参加者を欲しており
、そのために同社は合計１５０万ドルを支払うことになる。ＹＴＣの総収入は３００，０
００ドルであり、その純収益は２５０，０００ドルを上回ることになり、すべて人間の介
在を伴わない。
【００７７】
著作権　イノヴァトレンド・インコーポレーテッド／ユー・テイク・コントロール・イン
コーポレーテッド　２０００－２００４
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【表２】



(19) JP 4292199 B2 2009.7.8

10

20

30

40

【表３】



(20) JP 4292199 B2 2009.7.8

10

20

30

40

【表４】



(21) JP 4292199 B2 2009.7.8

10

20

30

40

【表５】



(22) JP 4292199 B2 2009.7.8

10

20

30

40
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【表９】
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【表１１】
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【表１２】
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【表１３】
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【表１４】
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【表１５】
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【表１６】
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【表１７】

【００７８】
　医療専門職への医療記録の公表が本発明の１つの可能な応用として述べられたが、当業
者は多くの他の可能な用途が存在することを理解でき、それらは、以下に限らないが、特
に処方に関する個人情報を取り扱うことに関する製薬業における適用、特に個人の教育的
記録に関して教育における適用、銀行記録およびクレジット歴報告といった情報を含む金
融業における適用のほか、特に身分証明盗用における者を援助するようなものといった個
人情報に関与する他のいずれかの分野への適用を含む。加えて、医療産業への本発明の応
用に関して、本発明は、民営化および公営化医療システムの両方だけでなく、他のあらゆ
る種類の健康管理システムにも適用される。
【図面の簡単な説明】
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【００７９】
【図１】個人情報を提供する方法の実施形態のフローチャートを示す。
【図２】個人情報を提供する方法の実施形態のフローチャートを示す。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　使用者
　１２　登録
　１４　公共データベース
　１６　外部ソース
　３０　会員
　３２　登録
　３４　検証済みデータベース
　３６　ファイアウォール
　５０　加入者
　５４　会員からの秘密情報に関する加入者の要求
　５６　加入者の要求を許諾または拒否
　５８　追加情報
　６０　会員制御されたアクセスゲート
　１００　使用者
　１０２　企業／サーバ
　１０４　金融組織
　１０６　医療組織
　１０８　製薬会社
　１１０　他の組織
　１１２　第三者または保険会社
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